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成長戦略進化のための今後の検討方針（平成26年1月20日産業競争力会議）（抄） 

 

Ｉ．働く人と企業にとって世界トップレベルの活動しやすい環境の実現 

 

１．女性の活躍推進と全員参加型社会実現のための働き方改革 

日本経済を持続可能な成長軌道に乗せるため、我が国最大の潜在力である女性

の力を最大限発揮させるとともに、ダブルインカムの拡大により世帯の所得の向

上を図る必要がある。このため、女性の活躍を妨げる障壁を解消し、支援を強化

するための具体的方策を平成26年年央を目途にとりまとめ、強力に取り組む。 

併せて、女性や高齢者等多様な人材による多様な働き方を可能とする、日本の

強みとグローバル化に対応できる柔軟性を兼ね備えた新たな「日本的就業システ

ム」を構築する。これまでの「就社」型の働き方に加え、職務・能力を明確化し

た「就業」型の働き方の確立を図る。このため、雇用・人材分科会の中間整理（平

成25年12月26日）に従い、今後５年間を「世界トップレベルの雇用環境」を目

指した集中改革期間と位置付け、経済政策と労働政策を一体的・整合的に捉えた

総理主導の政策の基本方針を策定する仕組みを検討しつつ、雇用・労働市場改革

に取り組む。 

 

① 「女性が輝く日本」の実現 

（略） 

 

② 「柔軟で多様な働き方ができる社会」の構築等 

職務・能力を明確化した働き方を実現するため、「ジョブ型」等の「多様な正

社員」の普及・拡大を図る。このため、就業規則の規定例も含めた明確なモデ

ルを提示する。労働契約締結時等において、企業側が職務内容等を明示し、労

使双方が互いに権利義務関係を明確にする「契約社会」にふさわしい行動様式

を確立する。このため、普及啓発にとどまらない実効性ある方策について平成

26年年央を目途に結論を得る。 

（中略） 

また、中小企業労働者の保護等の観点を踏まえながら、個別労働関係紛争に

ついて、司法機関の協力を得つつ、あっせんや労働審判、裁判上の和解の事例

について分析・整理・公表を進める。これにより、日本の雇用慣行が不透明と

の誤解の解消を図る。 

（後略） 

 

③ 「企業外でも能力を高め、適職に移動できる社会」の構築 

（略） 
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